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本研究の目的は，学校司書の職務内容が文部省の見解ないしは文部科学省会議報告においてどのよう

に変化してきたかを明らかにし，考察することにある。時期は 1997 年より 2015 年までを扱う。学校司

書は，2014 年 6 月の学校図書館法改正ではじめて法律に明記されることになったが，現実には 1950 年

代においても法律に記載のある司書教諭より多数存在し，学校図書館活動を担う職員として実践を蓄積

していた。さらに 1997 年の学校図書館法改正による 2003 年 4 月の司書教諭の全国的な発令までは，

学校司書が実質的に学校図書館の活動を支えていた。こうした背景の中で，文部省の見解及び文部科学

省会議報告で言及される学校司書の職務内容が，学校図書館現場の実態とどう異なっていたかを明らか

にし，そのうえで学校司書の職務内容の変化についての考察を試みる。 
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1 本研究の背景と目的 

 2014 年 6 月，学校図書館法の改正により，学

校司書が法律に明記されることになった。この改

正は従来の学校図書館法に第六条を新設し，学校

司書を「置くよう努めなければならない。」とする

ものだった。学校司書の前身である学校図書館事

務職員は，学校図書館発足時からすでに存在して

いた。学校図書館法が成立したのは 1953 年であ

る。1954 年の文部省による調査で司書教諭 231
人1に対し，図書係事務職員は 3,714 人2（いずれ

も公立小中高校の数）であった。 
 その後，学校図書館法改正の動きは何度も起こ

る。どの場合も司書教諭の発令と学校司書の法制

化を主な内容としていていた。1992 年の時点で公

立小中高校の司書教諭 162 人3，学校司書（教員

以外の学校図書館事務を担当する職員）は 8,341
人4であった。1997 年の学校図書館法改正では，

附則二項の「当分の間」を「平成十五年三月三十

一日までの間（政令で定める規模以下の学校にあ

っては当分の間）」とし，この改正によって，全国

12 学級以上の学校に司書教諭が発令されること

となった。 
 学校司書法制化の課題は，実際にその職につい

ている当事者にとっては切実な課題だったが，

1997 年の法改正では見送られることとなった。

1997 年以後，学校司書が現に存在するにもかかわ

らず，2005 年（平成 17 年）文部科学省「学校図

書館の現状に関する調査」に学校司書（学校図書

館担当職員）の項目が加えられるまで，学校司書

に関する調査は行われていない。2005 年（平成

17 年）調査で学校司書の項目が加わり，その後，

調査のたびごとに学校司書の数は増え続ける。

2012 年（平成 24 年）には，学校司書を配置して

いる学校数が学校総数の 50％を超える状況とな

った。 
 2014 年 6 月の学校司書を置くことを努力義務

とする法改正に至るまで，文部科学省は子どもの

読書サポーターズ会議（2007 年 7 月～2008 年 10
月），学校図書館担当職員の役割及びその資質の向

上等に関する調査研究協力者会議（2013 年 8 月

～2014 年 1 月）と 2 回の会議を開催し，学校司

書の職務内容を定めてきた。 
本研究ではまず第 2 章で学校司書の名称につい

ての整理を行う。第 3 章で 1997 年時の法改正の

論議における文部省の見解，2009 年の子どもの読

書サポーターズ会議報告における学校司書の職務

内容，2014 年の学校図書館担当職員の役割及びそ

の資質の向上等に関する調査研究協力者会議報告

における学校司書の職務内容を扱う。それぞれの

時期において，学校司書の職務内容がどう変化し

てきたかを明らかにする。 
さらに学校司書の職務内容の変化を考察するに

は，学校図書館現場が文部省・文部科学省の示す

学校司書の職務内容とどう異なっていたかを明ら

かに必要がある。そのため第 4 章は，学校図書館

現場の意識と実態を示す 1997 年以前の学校司書

の実践について書かれた書籍，2001 年の鹿児島県

の意識調査，2002 年神奈川県高校図書館の役割分

担，2008 年長野県高校図書館の業務分担調査をあ

げ，文部省・文部科学省の示す職務内容との違い

を明らかにする。そのうえで，第 5 章の学校司書

の職務内容の変化についての考察を行う。 
なお学校司書の職務内容に焦点をあてての先行

研究はない。しかし，学校司書，司書教諭等の職

務分担に言及した先行研究は存在する。そうした

先行研究ではそれぞれ研究目的の違いがあること

から，本研究では直接学校図書館現場の状況を示

す資料を使用することにした。 

2 学校司書の名称 

 学校司書は，学校図書館に働く教諭以外の職員

の総称である。2014 年 6 月まで法律に規定され

ていなかったこともあって，「学校司書」の語は，

主として学校現場，学校図書館現場で使われてき

た。1950 年代前半の学校図書館初期には，学校

図書館事務職員と呼ばれていた。 
1957 年，札幌で開催された第八回全国学校図

書館研究大会（文部省，全国学校図書館協議会ほ

か 3 団体主催）の総会時，事務職員問題について

鹿児島県の事務職員女性が窮状を訴えるという

ことがあり5，これがきっかけとなって学校図書

館で働く職員を学校司書と呼ぶことがはじまっ

た。この呼称は，全国学校図書館協議会（以下全

国 SLA とする）事務局長松尾弥太郎が「学校司

書に誇りと自信を」と題する一文を機関誌『学校

図書館』に書いたこともあって6，学校図書館現

場で定着する。『学校図書館』誌 1959 年 1 月号は

「学校司書の諸問題」と題する特集を組んでいる。 
これに対して，文部省（2001 年より文部科学

省）は，2014 年 6 月の法改正まで「学校司書」
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の語を使用することはなかった（一部例外的に使

用することはあった）。文部省・文部科学省がど

う呼んできたかを，大まかにまとめておく。 
まずは，文部省・文部科学省による調査での呼

び方である。1954 年（昭和 29 年）文部省調査で

は図書係事務職員7，1981 年（昭和 56 年）文部

省「学校図書館の現状に関する調査」では学校図

書館担当専任事務職員8 ，1992 年（平成 4 年）文

部省「学校図書館の現状に関する調査」では教員

以外の学校図書館事務を担当する職員9，2005 年

以降の文部科学省「学校図書館の現状に関する調

査」では学校図書館担当職員である。事務職員，

事務を担当する職員から，学校図書館担当職員へ

と変化していることがわかる。 
調査以外では，先にあげた『学校図書館』誌

1959 年 1 月号「特集 学校司書の諸問題」で，

文部省財務課長補佐佐藤三樹太郎「文部省の見

解」10において「学校司書」の語が使用されてい

る。これは塩見昇によれば「異例の先例」である

という11。特集名にあわせての使用であり，文中

では「この名称が適切かどうかは別として，ここ

ではかりにこう呼んでおくこととする」12となっ

ている。また 1997 年法改正時の国会審議におい

て，文部省政府委員が「学校司書」の語を使用し

ており，このことを塩見昇は「文部省が公式の場

で，「学校司書」という表現をしたのは恐らくこ

のやりとりが最初であると思われる」13と指摘し

ている。 
2009 年に公表された子どもの読書サポーター

ズ会議「これからの学校図書館の活用の在り方等

について（報告）」では，「いつでも開いている図

書館，必ず誰かいる図書館」を実現するうえで考

えられる取組例として「司書教諭，学校司書又は

ボランティアなど，大人が常駐する体制を確立す

る」14をあげた。文部科学省の会議報告で「学校

司書」の語が明記されたのはこれが最初である。 
これに対し，2014 年 3 月に公表された学校図

書館担当職員の役割及びその資質の向上等に関

する調査研究協力者会議「これからの学校図書館

担当職員に求められる役割・職務及びその資質能

力の向上方策等について（報告）」は，「学校司書」

の語を使用せず，学校図書館担当職員としている。

しかし，報告序文において「学校図書館担当職員

（いわゆる「学校司書」）」と表記し，この語句に

注をつけ，なぜ学校司書としないかの説明をして

いる。以下に注の説明文を引用する。 

 
 専ら学校図書館に関する業務を担当する職 
員（教員やボランティアを除く）の呼称に関 
し，全国の各地方公共団体や学校では様々な 
例があり，一般には「学校司書」と称される 
ことが多いと思われる。ただし，①任用する 
各地方公共団体や各学校における公称とし

ては必ずしも「学校司書」に限らない呼称が

用いられていること，②図書館法（昭和 25 
年法律第 118 号）において公的資格と定めら 
れている「司書」という語句との対比で「学 
校司書」も公的資格であるとの誤解を招きや 
すいことから，本報告書の本文においては 
「学校図書館担当職員」という語句を用い 

る15。 
 
 学校図書館法に学校司書が明記されたことに

より，今後は文部科学省も「学校司書」の語を使

用することになると思われる。1960 年以前から

学校図書館現場で使われてきた「学校司書」の語

が，かくも長きにわたって文部省・文部科学省に

使われてこなかった点は，教育行政の学校図書館

に対する関心の薄さや，法に記載のないまま実質

的に学校図書館運営を支えていた学校司書の置

かれた立場を暗示しているように思われる。本稿

では，学校図書館現場での呼称にならって，学校

司書の語を使用する。 

3 学校司書の職務内容の変化 

3.1 1997 年時の法改正時の議論から 

 1997 年の法改正時，国会審議の場で学校司書

の職務内容が話題になっている。この法改正は，

全国 12 学級以上の学校に 2003 年 3 月までに司

書教諭を発令することを主な内容としており，学

校司書については触れられていない。法案にない

学校司書について複数の質問者から質問が重な

った。このことについて，塩見昇は以下のように

書いている。 
 
  質疑を通じてすべての質問者が言及したの 

が，学校司書の役割と現状についての評価， 
司書教諭配置との関連，将来の展望等につい 
てである。埼玉県所沢市，大阪府箕面市など 
における学校司書配置の実態も複数の質問
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者から具体的に紹介され，議員自身の調査活 
動や各地の運動体からの働きかけの反映が

明らかで，今回の法案には盛り込まれていな 
いこの問題に最も関心が集まるという，一見 
すると奇妙な展開を示していることが印象

的である16。 
 

5 月 8 日参議院文教委員会において，辻村哲夫

政府委員（文部省初等中等教育局長）は，先に司

書教諭の職務を指導的職務，技術的職務，管理的

職務と説明したうえで，学校司書については指導

的職務を除いた管理的職務と技術的職務である

と説明した。管理的職務とは，子どもたちが学校

図書館を使う場合の館内閲覧事務，館外への貸し

出しの事務，司書教諭の資料内容研究とその紹介

をするうえで具体的資料の作成，配布，利用の案

内であること。技術的職務は，資料の発注，整備，

帳簿づけ，俳架，点検，購入から俳架までの図書

の保管の管理，経理事務とのことである17。 
政府委員の説明は，学校司書の仕事を「学校図

書館の運営になくてはならない仕事」としながら

も，指導的職務を除き，技術的職務，管理的職務

の学校図書館の「事務」の仕事を担当するとの説

明だった。指導的職務は，この時点でまだ全国的

に発令されていない司書教諭が担うとの考えで

あったことがわかる。 
 文部省政府委員は司書教諭の指導的業務を次

のように説明している。児童生徒に対する読書の

指導，児童生徒や教師に対する諸資料の相談活動，

新入生に対するオリエンテーション，生徒図書委

員への指導を通して行う図書館活動の活性化，各

種行事の企画立案である18。この説明によれば，

この時点での学校図書館は，全国的には司書教諭

不在であるので，司書教諭の職務内容とされた指

導的業務は行われていないことになる。また，学

校司書の職務内容は管理的職務と技術的職務の

「事務」の仕事に限定されていることになる。 
 

3.2 1997～2005 年の文部省・文部科学省の

動き 
 
1999 年，文部省は「平成 11・12 年度学校図書

館ボランティア活用実践研究指定校事業」を開始

した19。1999 年発行のパンフレット「変わる学校

図書館 PART3」（平成 11 年 4 月文部省初等中等

教育局）20の 1 ページ目の見出しは「ボランティ

アが活躍する学校図書館」となっている。さらに

学校図書館ボランティア活動のイメージとして，

学校図書館は司書教諭と学校図書館ボランティア

とで運営するという学校司書不在の図がついてい

た21。またこのパンフレットにおいては，学校図

書館の情報化への対応も大きく取り扱われ，4 ペ

ージには「情報化の進展に対応した教育環境の実

現に向けて」（平成 10 年「情報化の進展に対応し

た初等中等教育における情報教育の推進等に関す

る調査研究協力者会議」最終報告）に掲載された

「学校内の体制と外部からの支援体制（イメージ

図）」の図も収めている22。このイメージ図でも，

学校図書館のところは司書教諭とボランティアの

み描かれ，学校司書は描かれていない。 

2001 年の文部科学省の刊行物『新しい時代に対

応した学校図書館の施設・環境づくり～知と心の

メディアセンターとして～』は，学校図書館がメ

ディアセンターの役割を果たすことを打ち出して

いる。この冊子の第 2 章「１学校図書館スタッフ

の役割」のページでは，ボランティアが貸出を行

っている写真と読み聞かせを行っている二枚のカ

ラー写真が配置されている23。とはいえ学校司書

（事務職員）についての言及がないわけではない。

学校司書（事務職員）についての言及は，本文中

に「学校図書館の管理・運営は，司書教諭，図書

館担当教諭及び事務職員の活動の上で成り立つ。

中でも司書教諭は～」と続く文と，同ページに配

置されている学校事例に「図書館の管理運営は校

務分掌「図書館情報部」（教諭 3 名と司書 1 名）

が当たっており，」との記載である。いずれも学校

司書の扱いは小さく，司書教諭の役割を強調する

本文とボランティアの活動を示す二枚のカラー写

真により，結果として，学校図書館は司書教諭と

学校図書館ボランティアとで運営するという印象

を与えている。 

 1997 年の国会審議において，学校司書の仕事

は「学校図書館の運営になくてはならない仕事」

と答弁したはずの文部省が，あたかも学校司書が

学校図書館に存在しないかのように扱っている。

このことは文部省のパンフレットや冊子にとど

まらず，「学校図書館の現状に関する調査」にお

いても同様だった。 
「学校図書館の現状に関する調査」は，1981

年，1988 年，1992 年に行われている24。この時

期の調査では，1981 年「学校図書館担当専任事
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務職員」，1988 年「学校図書館担当事務職員」，

1992 年「教員以外の学校図書館事務を担当する

職員」と，学校司書の調査が行われている。しか

し，法改正後の 2002 年調査には学校司書に関す

る調査項目が入っていない。2003 年，2004 年調

査でも同様である。学校司書が調査項目に入った

のは，2005 年調査からだった。2005 年調査では

公立小中高校の学校司書（学校図書館担当職員）

の総数 13,556 人（常勤 5,113 人 非常勤 8,443
人）だった25。1992 年調査の総数 8,341 人と比べ

ても大幅に増加していることがわかる。他方，

2002 年，2003 年，2004 年調査では，学校司書

に関しての調査はしていないが，「ボランティア

等の協力を得ている学校数の割合」は調査してい

る。 
こうした事実を見ていくと，当時の文部省・文

部科学省は，学校図書館は 2003 年 4 月より全国

的に発令される予定の司書教諭と学校図書館ボ

ランティアによって運営する，しかもその司書教

諭は教諭の充て職であるにもかかわらず，メディ

ア専門職の役割をも担う，と考えていたことが推

測できる。学校司書の存在及びそれまでの実践の

蓄積は，1999 年から 2005 年まで，全く無視され

ることになる。 
 

3.3 2009 年「子どもの読書サポーターズ会議」

報告 
  

2007 年 7 月，子どもの読書サポーターズ会議

第 1回会議が開催された。座長は片山善博である。

この会議は 2008 年 10 月まで行われ，2008 年 9
月に「これからの学校図書館の活用の在り方等に

ついて（審議経過報告）」及び「学校図書館のチカ

ラを子どもたちのチカラに‥‥‥ここに，未来へ

の扉」（リーフレット），2009 年 3 月に「これか

らの学校図書館の活用の在り方等について（報

告）」を公表した。この会議報告において「学校司

書」の語が使用されたことは先述したが，2008
年 9 月発行のリーフレット「学校図書館のチカラ

を子どもたちのチカラに‥‥‥ここに，未来への

扉」においても，学校司書に関してそれまでとは

異なる積極的な表現が使われている。以下に引用

する。 

 

学校図書館活動の充実を図る上では，例えば 

高校だけではなく，小・中学校にも学校図書 
館に「学校司書」※を配置して，司書教諭等 
と連携しながら，多様な読書活動を企画・実 
施したり，図書館サービスの改善を図ったり 
していくことなども有効です。 
※学校司書  
学校図書館の諸事務に当たるいわゆる「学 

校司書」は，各地方公共団体・学校の実情に 
応じて，その配置が進められています。高校 
の学校図書館には，従来から常勤の「学校司 
書」を置くことが一般的になっています。 
「学校司書」の職務内容の実態は各学校ご 

とに様々ですが，図書の貸出・返却やレファ 
レンス，目録の作成等の日常業務のほかにも， 
図書館資料の選択・収集や，図書館利用のガ 
イダンス等において，重要な役割を担ってい 
る例が多くみられます。 
       ＜略＞ 

  専門的な知識・技能を持った「学校司書」や 

ボランティアの力も上手く活用しながら，学 

校図書館の体制を整え，地域の実情に応じた 

取組を進めていくことは，今後ますます重要 

となります26。 

 
このリーフレットに対し，後藤暢は「文科省，公

的に「学校司書」という用語を使う―新リーフレ

ット発行―」の一文を書いている27。 

 2009 年 3 月の「これからの学校図書館の活用の

在り方等について（報告）」の別紙２「学校図書館

の専門スタッフとボランティアの役割分担例〔改

訂〕」は，司書教諭と学校司書，ボランティアの職

務内容を示す図となっている28。本稿では学校司

書の職務内容を扱うため，この図からボランティ

アを除いて，司書教諭と学校司書の職務内容がど

のように示されたか，表 1 にまとめた。 
表 1 では，司書教諭単独の職務として「図書館

経営の目標・計画の立案」「図書館年間計画のとり

まとめ」「児童生徒図書委員会の指導」「読書指導

計画の立案」「情報活用力に関する児童生徒への指

導」の 5 項目があげられている。また司書教諭・

学校司書の両者が担当する職務では，「図書館活動

の点検・評価」「教員向け情報提供・教材等準備へ

の協力」「読書指導に関する教員への助言・研修」 
「学校図書館の活用を活用した指導に関する教員

への助言・研修」の 4 項目は，司書教諭の方が担

当する割合が高い図となっている。 
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各種計画立案に関する 3 項目については，次に

ふれる「学校図書館担当職員の役割及びその資質

の向上等に関する調査研究協力者会議」の 2 回目

（2013 年 8 月 27 日）に話題になっている。学校

司書の委員加藤容子（中学校），門脇久美子（小学

校），真鍋雅子（小学校・中学校），吉田小百合（中

学校），米澤久美子（高校）の 5 人が，それぞれ

の報告の後，7 項目にわたる質問に答えるという

場面があり，その質問の中に図書館利用年間計画

など基盤となる計画はどのように，誰が中心にな

ってつくっているかの質問があった。加藤容子は

学校司書が中心になって作成し，職員会議も学校

司書が提案している，と述べている。門脇久美子

は，市が作成した指導体系表をもとに学年部，司

書教諭，学校司書で作成する，真鍋雅子は図書主

任の先生，吉田小百合は司書教諭が作成するが，

提案は学校司書が行う，米澤久美子は学校司書が

作成し，担当分掌・司書教諭に確認を取って，企

画調整会議・職員会議にかけるとの回答だった。

5 人の委員のうち，2 人は学校司書が作成してい

ると回答している29。 

各種計画立案に関する３項目について，4 年後

2013 年の会議の席上で，司書教諭単独の職務でな

いことが学校司書から明確に語られている。司書

教諭単独の職務として整理された 5 項目及び司書

教諭・学校司書の両者が担当する職務のうち司書

教諭が担当する割合が高い 4 項目が，はたして学

校図書館現場の実態と符合しているかが，課題と

なる。 
 

3.4 2014 年「学校図書館担当職員の役割及び

その資質の向上等に関する調査研究協力者会

議」報告 

 司書教諭 司書教諭・学校司書の両者 学校司書 
図

書

館

経

営 

図書館経営の目標・計画の立

案 
図書館年間計画のとりまと

め 

図書館活動の点検・評価 
 
広報・渉外活動 
図書資料の選定・収集 廃棄決

定 

 
 
庶務・会計※3 
施設設備・備品の維持管理 

※1 児童生徒図書委員会の指導  図書資料の受入，装備，保存

整理，修繕 
図

書

館

奉

仕 

 図書資料の分類 
図書館利用指導・ガイダンス 
教員向け情報提供・教材等準備

への協力 
図書資料のレファレンス・サー

ビス 

図書資料の目録・索引の作成 
図書資料等の展示 
展示・飾付け 
 
館内閲覧・館外貸出の窓口業

務 
※2 読書指導計画の立案 読書相談  
読

書

指

導 

 図書（読み物）の紹介・案内 
読書指導に関する教員への助

言・研修 
読書活動の企画・実施 

 

教

科

等

指

導 

情報活用力に関する児童生

徒への指導 
学校図書館の活用を活用した指

導に関する教員への助言・研修

 

表 1：子どもの読書サポーターズ会議報告別紙２の図より（筆者作成） 
※1 は図書館経営，図書館奉仕両方に，※2 は図書館奉仕，読書指導両方にかかる。 

※3 この項目の位置は別紙２の図の表示に合わせている。 
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 2012 年 7 月学校司書法制化推進を伝える新聞

報道の後，学校司書法制化の動きがにわかに活発

になった。2013 年 6 月には改正法律案骨子案が

公表され，2013 年 8 月 9 日文部科学省は「学校

図書館担当職員の役割及びその資質の向上等に

関する調査研究協力者会議」の第 1 回会議を開催

した。座長は堀川照代である。この会議は 2014
年 1 月第 7 回会議をもって終了，3 月に「これか

らの学校図書館担当職員に求められる役割・職務

及びその資質能力の向上方策等について（報告）」

を公表した。この会議は学校図書館担当職員（学

校司書）のあり方を検討するもので，司書教諭は

対象となっていない。報告は，学校図書館担当職

員（学校司書）の職務等に関しての明示という構

成である。 
学校図書館担当職員（学校司書）の職務は，①

「間接的支援」に関する職務，②「直接的支援」

に関する職務，③「教育指導への支援」に関する

職務と分けられ，それぞれに具体的職務が示され

た。報告における【学校図書館担当職員の職務（イ

メージ図）】30及び【学校図書館担当職員が担うこ

とが求められる職務の標準】31を合わせて作成し

たのが表 2 である。なお具体的職務にはさらに個

別の仕事の例示があるが，それは除いている。 
この報告において，学校司書の職務に「教育指

導への支援」に関する職務が入ったことは，大き

な特徴となっている。③「教育指導への支援」に

関する職務の「教科等の指導に関する支援」「学校

 

 

 

 

 

①「間接的

支援」に関

する職務 

図書館資料の管理 ・図書館資料の選定・収集・廃棄 
・図書館資料の発注，受入，分類，登録，配架，保存，補修， 
廃棄 

・図書館資料の展示 
・学級文庫等における資料管理 

施設・設備の整備 ・施設案内・利用案内・書架案内の設置 
・施設整備，保守・点検 
・情報機器の整備・管理 

学校図書館の運営 ・他の学校図書館や公共図書館等との連携，学校図書館担当職 
員間の協力 

・広報・渉外活動 
・学校図書館の運営に関する業務 
・予算編成・執行業務 
・利用実態調査，集計・評価 

 

 

②「直接的

支援」に関

する職務 

館内閲覧・館外貸出 ・利用案内，図書館資料の提供 
ガイダンス ・学校図書館利用の指導・ガイダンス（オリエンテーション等） 
情報サービス ・レファレンスサービス・調べもの相談，フロアワーク 

・情報検索，情報の収集・記録・編集のアドバイス 
読書推進活動 ・読書推進活動の企画・実施 

・児童生徒の興味・関心・発達段階・読書力に合った図書館資 
料の案内・紹介 

 

 

 

③「教育指

導への支

援」に関す

る職務 

教科等の指導に関

する支援 
・授業のねらいに沿った図書館資料の紹介・準備・提供 
・学校図書館を活用した授業を行う司書教諭や教員との打合せ 
・学校図書館を活用した授業への参加 
・学校図書館の活用事例に関する教員への情報提供 
・学校図書館を活用した授業における教材や児童生徒の成果物 
の保存・データベース化・展示 

特別指導の指導に

関する支援 
・委員会活動・読書クラブ等に対する支援 
・文化祭や修学旅行等，学校行事に関わる資料の掲示・提供 

情報活用能力の育

成に関する支援 
・資料の検索方法やデータベースの利用方法についての指導に 
関する支援 

・調べ学習に関する支援 
表 2：2014 年「学校図書館担当職員の～会議」報告による学校図書館担当職員の職務（筆者作成） 
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図書館を活用した授業への参加」には例示として

次の文がある。 
 
  ◇辞書の引き方，目次・索引の利用法，日本 

十進分類法（NDC）等の図書館資料の活用 
の仕方についての説明 

  ◇ティーム・ティーチングの一員として児童 
生徒に指導的に関わる学習の支援32 

 
「指導的に関わる学習の支援」とまわりくどい表

現ではあるが，2009 年子どもの読書サポーター

ズ会議報告で司書教諭単独の職務として整理さ

れた「情報活用力に関する児童生徒への指導」と

重なる内容である。 
また，子どもの読書サポーターズ会議報告の職

務内容との比較では，司書教諭単独の職務とされ

ていた各種計画のとりまとめと立案に関して，①

「間接的支援」に関する職務の「学校図書館の運

営」「学校図書館の運営に関する業務」に例示とし

て「◇学校図書館に関する計画等の作成」があり33，

8月27日の第2回会議時のやりとりが反映されて

いる。児童生徒図書委員会指導についても，③「教

育指導への支援」に関する職務の「特別活動の指

導に関する支援」「委員会活動・読書クラブ等に対

する支援」に「◇図書委員会等の委員会活動が円

滑に行えるような支援 ◇児童生徒の自主的な活

動に関する支援」の例示がつけられ34，これも学

校司書の職務として整理された。 
さらに情報活用力に関する児童生徒への指導に

ついても，③「教育指導への支援」に関する職務

の「情報活用能力の育成に関する支援」として「資

料の検索方法やデータベースの利用方法について

の指導に関する支援」「調べ学習に関する支援」の

二つの項目があげられている35。学校司書は教諭

ではないので決して指導という言葉は使わないが，

「指導に関する支援」「学習に関する支援」として

学校司書の職務に含まれることになった。その結

果，2009 年会議報告で司書教諭単独の職務と整理

された職務のいずれも，学校司書の職務内容に入

ったことになる。 

4 学校図書館現場の意識と実態 

4.1 当時の学校司書の実践についての書籍か

ら  1997 年時の文部省見解との相違 （１）  

 

1997 年法改正時の国会審議の場で，学校司書

の職務内容は，指導的職務を除いた技術的職務，

管理的職務の「事務」の仕事であること，指導的

職務はこの時点でまだ全国的に発令されていな

い司書教諭が行うという説明だった。それでは学

校図書館現場ではどうだったか。 
1997 年までに，学校司書の実践について書か

れ，出版された書籍に以下の五点がある。『教育

としての学校図書館』（1983）36，『学校司書の教

育実践』（1988）37，『図書館よ，ひらけ！ 授業

いきいき学校図書館』（1990）38，『こんなにイキ

イキ学校図書館―学校司書の教育活動』（1993）39，

『本があって人がいて―岡山市・学校司書全校配

置への道』（1994）40。この五点の書籍は，塩見

昇著『学校図書館職員論』（2000）に「参考まで

に，この種の学校図書館の仕事，実際についての

当事者自身による記録，レポートの主要なものを，

図書（分担執筆を含む）について以下に掲げる。」
41として紹介された十点の書籍から 1998 年以後

の出版物三点及び司書教諭の実践について書か

れた二点を除いたものである。これらの本に書か

れている学校司書の実践活動は，文部省政府委員

の説明と異なり，学校図書館の「事務」の仕事を

担当するという内容にはなっていない。 
『教育としての学校図書館』では「化学の授業

に協力して」「ブック・トークにとりくんで」の

二つの実践レポートが紹介され，前者は化学の調

べ学習に際して高校の学校司書が行った百科事

典の使い方を中心とする利用指導（1 時間），後者

は子どもたちの前で行うブック・トークについて

の中学校司書のレポートである。『学校司書の教

育実践』の場合は，教科学習と学校図書館の連携

を実現するうえでの学校司書のさまざまな工夫

（リストの作成，図書購入システムの手直し，レ

ポートの書き方についてのプリントの作成など）

を内容としている。『図書館よ，ひらけ！ 授業

いきいき学校図書館』は，さまざまな教科での学

校図書館活用事例集となっており，事例には調べ

学習の際の学校司書によるガイダンス（利用指

導）２例がある。『こんなにイキイキ学校図書館

―学校司書の教育活動』は学校司書の実践活動 19
例を内容として，教科学習，読書活動，学校行事・

読書行事，生徒図書委員会活動などで学校司書が

どのような活動を行ったかが示されている。『本

があって人がいて―岡山市・学校司書全校配置へ

の道』は，実践の紹介として平和教育に関連して
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のとりくみ，ブックトーク，子どもたちに人気の

本などをとりあげている。 
学校司書は利用指導，ブックトークを行い，調

べ学習におけるガイダンス，読書活動，学校行

事・読書行事，生徒図書委員会活動などとさまざ

まな実践活動を行っている。これらは指導的職務

に入る活動である。1997 年時の文部省の説明は，

学校図書館現場の実際と大きく異なっていた。 

4.2 2001 年鹿児島県の意識調査  1997 年時

の文部省見解との相違 （2）  

1997 年時の国会審議で，学校司書の職務内容

は，指導的職務を除いた技術的職務，管理的職務

であり，指導的職務は司書教諭が行うと説明され

た。その文部省の説明が学校図書館現場の意識と

異なることを示す資料として，2001 年鹿児島県

の意識調査をとりあげる。 
2003 年 4 月の司書教諭の全国的な発令を前に，

種村エイ子は鹿児島県内の 12 学級以上の公立小

学校・中学校，公立・私立高校，県立養護学校の

図書館担当教諭と学校司書及び鹿児島大学司書教

諭講習受講生，鹿児島国際大学司書講習受講生，

鹿児島国際大学司書教諭課程受講生を対象に，学

校図書館の職務についての意識調査を行った42。

学校図書館の職務，A.指導的・奉仕的職務 10 項

目，B.管理的職務 7 項目，C.技術的職務 8 項目の

それぞれについて，a.司書教諭の職務，b.どちら

かというと司書教諭の職務，c.両者が協力してや

る職務，d.どちらかというと学校司書（補）の職

務，e.学校司書（補）の職務のいずれだと思うか

を問う調査である。A.指導的・奉仕的職務 10 項

目，B.管理的職務 7 項目，C.技術的職務 8 項目に

ついては，文部省法規研究会「司書教諭の職務の

例」43を参考に，独自に項目作成を行っている44。

調査の有効回答数は，小学校・中学校・高校・中

高一貫校・養護学校の教師計 124 名，小学校・中

学校・高校・中高一貫校・養護学校の司書計 113
名である45。 
冒頭，種村エイ子は 1997 年の法改正に言及し

「2003 年を間近にして，司書と司書教諭の関係や

役割分担について，十分な検討がなされているわ

けではない」として，次のように書いている。 
 
  殊に文部科学省の刊行物46や図書館情報学会 

47などの発表では，司書の存在を無視し，司 
書教諭のあり方のみを論議したものが目立つ。 
司書と司書教諭の関係や職務分担にふれたの 
は，わずかに日本図書館協会学校図書館問題 
プロジェクトチームが発表した「学校図書館 
専門職員の整備・充実に向けて；司書教諭と 
学校司書の関係・共同（ママ）を考える」と， 
このプロジェクトの中心メンバーであった塩 
見昇氏の『学校図書館職員論』のみであった48。 

 
 鹿児島県は，学校司書の配置率が小学校 45.2％，

中学校 53.8％，公立高校 100％ということである

（2000 年調査）49。この数字は，2002 年全国学

校図書館協議会「学校図書館調査（全国悉皆）調

査」による全国の配置率，小学校 24.9％，中学校

27.2％，高校 78.0％50と比較しても高い数値であ

る。学校司書のいる学校図書館の姿が教諭にある

 

 全体 教師 司書 

① 児童・生徒・教師へ貸出 e(47.0) e(44.3) e(64.6) 

② 児童・生徒・教師へのレファレンス c(56.8) c(59.7) c(53.1) 

③ オリエンテーションなど利用指導 c(45.3) c(46.8) c(47.8) 

④ 読み聞かせ・ブックトークなど c(59.6) c(65.3) c(66.4) 

⑤ 図書館だより c(43.3) c(43.5) c(38.0) 

⑥ 図書の時間・朝の読書 b(32.0) c(36.3) a(35.4) 

⑦ 教材準備協力など c(47.1) c(43.5) c(56.6) 

⑧ 図書委員会指導 c(60.2) c(63.7) c(68.1) 

⑨ 読書行事 c(59.9) c(62.9) c(61.1) 

⑩ 電子メディア利用指導 c(54.1) c(58.1) c(53.1) 

表 3－1：A.指導的・奉仕的職務の回答（種村が作成した三つの表から筆者が作成） 
a.司書教諭の職務 b.どちらかというと司書教諭の職務 c.両者が協力してやる職務 e.学校司書

（補）の職務 （）内の数値は回答割合（％） 
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程度浸透している県での意識調査である点に特徴

がある。また，2001 年の調査であり，2003 年の

全国的な司書教諭発令以前の調査でもある。従っ

てこの時点では，調査対象に司書教諭は存在して

いない。 
種村は調査の集計にあたって，全体の集計結果，

教師（図書館担当教諭）の集計結果，司書の集計

結果と３通りの集計結果を出し，考察を行ってい

る。教師（図書館担当教諭）は司書教諭資格を取

得している場合，2003 年 4 月以降の司書教諭に

なる可能性が高い。教師については教師（図書館

担当教諭）がどのような職務を司書教諭の職務と

考えているかの調査になる。種村のまとめた３通

りの集計結果三つの表からもっともパーセンテー

ジの高い割合の回答（a,b,c,d,e）を示す表を以下

に作成した。 
表 3－1 は A.指導的・奉仕的職務の表である。

「①児童生徒・教師への貸出」（表 3－1 では「①

貸出」とした）については文部省法規研究会「司

書教諭の職務の例」には入っておらず，種村が独

自に作成した項目である。貸出の際に行われる児

童生徒とのやりとりに指導的・奉仕的側面を認め

てのことと思われる。 

A.指導的・奉仕的職務は，1997 年の国会審議の

際に，文部省の答弁で学校司書の職務内容から除

かれた職務内容である。全体として一致した回答

結果となっている。「①貸出」は「e.学校司書（補）

の職務」であり，その他の職務は「⑥図書の時間

指導・朝の読書の立案」を除いて，すべて「c.両
者が協力してやる職務」となっている。 
「⑥図書の時間指導・朝の読書の立案」に関し

ては，教師は「c.両者が協力してやる職務」とな

っているのに対し，司書の回答は「a.司書教諭の

職務」となっていてこの表では回答が異なる。種

村が作成した教師・司書を合わせた全体の集計結

果の表では「a.司書教諭の職務」が 27.6％，「b.
どちらかというと司書教諭の職務」が 32.0％とな

っており，①から⑩の項目中，「⑥図書の時間指

導・朝の読書の立案」は司書教諭が担う職務との

回答がもっとも多い。 

この結果を受けて，種村は司書教諭の職務のな

かでも比較的ウェイトが大きいと考えられる「⑦

教材準備協力・ブックリストの作成」「⑧図書委員

会指導」が「c.両者が協力してやる職務」となっ

たこと，この回答が多数を占めたことを意外だっ

たとして次のように書いている。 
 
  原因として考えられるのは，司書教諭不在の 

なかで，この二つの職務はこれまで司書が全 
面的に引き受けてきており，しかも当面充て 
職で配置される司書教諭には，司書教諭の職 
務に避ける（ママ）時間がどれほどになるか 
分かっていないこともあったからであろう 
51。 

 
表 3－2 の B.管理的職務は，全体として「c.両

者が協力してやる職務」が多数を占めている。し

かし，表 3－1 の「⑥図書の時間指導・朝の読書

の立案」の項目のように，もっともパーセンテー

ジの高い回答の割合が 40％未満となっている例

が多く，こうした項目では司書教諭，学校司書の

どちらに回答が多いかを見る必要がある。 
「④校長・校内組織との連絡調整」の結果が教

師・司書を合わせた「全体」では「c.両者が協力

してやる職務」になっている。この点について種

村は意外だったとしている。この④の職務に関し

 全体 教師 司書 

① 図書館運営計画 c(87.2) c(55.6) c(54.0) 

② 予算案編成・支出 c(41.9) c(37.7) c(53.1) 

③ 図書館内備品整備 c(36.0) d(37.9) c, e(ともに 33.6) 

④ 校長・校内組織との連絡調整 c(35.5) c(35.5) a(39.8) 

⑤ 公共図書館との連絡調整 d(32.3) d(39.5) c(36.3) 

⑥ 各種統計作成報告 c(35.7) d(37.1) c(37.2) 

⑦ 親子読書会ボランティアとの

連絡調整 

c(50.2) c(52.4) c(43.4) 

表 3－2：B.管理的職務の回答（種村が作成した三つの表から筆者が作成） 
a.司書教諭の職務 c.両者が協力してやる職務 d.どちらかというと学校司書（補）の職務 e.学校司 
書（補）の職務  （）内の数値は回答割合（％） 
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ては，「a.司書教諭の職務」との回答が圧倒的に多

いだろうと推測していたからである52。続けて種

村は次のような記載を加えている。 
 
しかし，④の職務を「a.司書教諭の職務」，「b. 
どちらかというと司書教諭の職務」と答えた 
のを合計すると，はるかに「c.両者が協力し 
てやる職務」よりも多い53。 
 

この記述は，種村が作成した教師・司書を合わ

せた全体の集計結果の表が以下のようになってい

ることによる。 
④校長・校内組織との連絡調整 

 a.司書教諭の職務     29.7％ 
b.どちらかというと司書教諭の職務 
             26.2％ 

 c.両者が協力してやる職務 35.5％ 

「a.司書教諭～」「b.どちらかというと司書教諭

～」を合計すると 55.9％になり，「c.両者が協力し

てやる職務」の 35.5％を越えている。また学校司

書の側がより多く「a.司書教諭の職務」39.8％と

なっているのに対して，2 年後司書教諭となる可

能性のある教師の側は「a.司書教諭の職務」25.8％
と割合が低い。 

B.管理的職務の最後に，種村は「④校長・校内

組織との連絡調整」と「⑦親子読書会ボランティ

アとの連絡調整」を「a.司書教諭の職務」とした

のが司書の回答の方に多いことをあげ，「司書は，

このふたつの職務の遂行を新しく配置される司書

教諭に強く期待しているのであろう。」と記述して

いる54。 
なお表 3－2 の「全体」の項目で 40％未満の回

答となっている「③図書館内備品整備」「⑤公共図

書館との連絡調整」「⑥各種統計作成報告」に関し

て，種村が作成した全体の集計結果を以下にあげ

る。 

③図書館内備品整備 

c.両者が協力してやる職務 36.0％ 

d.どちらかというと学校司書（補）の職務

31.4％ 
e.学校司書（補）の職務  24.4％ 

 ⑤公共図書館との連絡調整 

c.両者が協力してやる職務 31.7％ 

d.どちらかというと学校司書（補）の職務

32.3％ 
e.学校司書（補）の職務  14.8％ 

 ⑥各種統計作成報告 

c.両者が協力してやる職務 35.7％ 

d.どちらかというと学校司書（補）の職務

27.9％ 
e.学校司書（補）の職務  21.8％ 

 ③，⑤，⑥の項目は，学校司書の仕事との回答

が多い。 
表 3－3 の C.技術的職務では，教師と司書とで

若干の意識の違いはあるが，「②図書資料の受け入

れ・分類・目録・装備・配架」「③新着図書案内」

は学校司書（補）の職務，それ以外は「c.両者が

協力してやる職務」であるといえる。 
種村は，考察において「a＋b」「c」「d＋e」の

表を作成し，「a＋b どちらかというと司書教諭の

職務」の回答が多いのは「A－⑥図書の時間指導・

朝の読書の立案」「B－④校長・校内組織との連絡

調整」（回答数の多い順）であったこと，「d＋e ど

ちらかというと司書の職務」の回答が多いのは「C
－②図書資料の受け入れ・分類・目録・装備・配

架」「A－①児童・生徒・教師へ貸出」「C－③新着

 全体 教師 司書 

① 図書資料選択発注 c(63.7) c(65.3) c(71.7) 

② 図書資料の受け入れ・分類・目

録・装備・配架 

e(44.5) d(41.1) e(68.1) 

③ 新着図書案内 d(33.7) d(41.1) e(54.0) 

④ テーマ図書資料の展示 c(47.7) c(46.0) c(46.0) 

⑤ サイン掲示レイアウト c(47.1) c(41.1) c(44.2) 

⑥ クリッピングなど独自資料作成 c(47.7) c(41.9) c(52.2) 

⑦ 図書資料の廃棄 c(45.0) c(42.7) e(40.7) 

⑧ 視聴覚資料・電子メディア c(56.4) c(60.5) c(56.6) 

表 3－3：C.技術的職務の回答（種村が作成した三つの表から筆者が作成） 
c.両者が協力してやる職務 d.どちらかというと学校司書（補）の職務 e.学校司書（補）の職務 
（）内の数値は回答割合（％） 
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図書案内」「B－③図書館内備品整備」「A－⑤図書

館だより」（回答数の多い順）と書いている55。 
この鹿児島県の意識調査は，先に書いたように

学校司書のいる学校図書館の姿が教諭にある程度

浸透している県での意識調査で，また 2003 年の

全国的な司書教諭発令以前の 2001 年の調査であ

る。この調査では，種村の考察とあわせてみると，

A.指導的・奉仕的職務において「⑥図書の時間指

導・朝の読書の立案」が司書教諭の職務，「①児童・

生徒・教師へ貸出」「⑤図書館だより」が学校司書

（補）の職務，残りが「c.両者が協力してやる職

務」となる。また B.管理的職務では「④校長・校

内組織との連絡調整」が司書教諭の職務，「③図書

館内備品整備」が学校司書（補）の職務，残りが

「c.両者が協力してやる職務」である。C.技術的

職務では，司書教諭の職務はなく，「②図書資料の

受け入れ・分類・目録・装備・配架」「③新着図書

案内」が学校司書（補）の職務，残りが「c.両者

が協力してやる職務」である。 
1997 年国会審議時の文部省答弁では，学校図書

館の指導的職務は司書教諭が担当するとのことだ

った。しかしこの調査では，A.指導的・奉仕的職

務において司書教諭に期待されているのは「⑥図

書の時間指導・朝の読書の立案」のみであり，職

務のほとんどが「c.両者が協力してやる職務」と

なっている。文部省見解が学校図書館現場の意識

とかけ離れていることがわかる。種村が「⑦教材

準備協力・ブックリストの作成」「⑧図書委員会指

導」の項目について「司書教諭不在のなかで，こ

の二つの職務はこれまで司書が全面的に引き受け

てきており，」56と書いているように，実態として

指導的職務のかなりの部分を学校司書が担ってい

たことについても，文部省答弁は触れていない。

またこの文章の後半で種村は，司書教諭が充て職

であることも指摘している。 
司書教諭が充て職であるとは，司書教諭は学校

図書館法第五条第2項の規定「前項の司書教諭は，

主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさ

どる主幹教諭は除く。），指導教諭又は教諭（以下

この項において「主幹教諭等」という。）をもつ

て充てる。」により，主幹教諭等でなければなら

ないとなっていることである。主幹教諭等の教諭

が，通常の教諭の仕事の上に司書教諭の仕事をす

るという規定である。この規定の存在によって，

司書教諭は図書館の仕事だけを専任で行うこと

はできない。この点からも，司書教諭が学校図書

館の指導的職務を担うことは難しい。 
結果，鹿児島県の意識調査は，文部省の説明と

異なり，指導的職務のほとんどは両者が協力して

行う職務であり，司書教諭が行う職務であるとは

いえないことを示している。 
 

4.3 2002 年神奈川県高校図書館の役割分担

1997 年時の文部省見解との相違 （3）  
  

1997 年時，国会審議における文部省の学校司書

の職務内容に関する見解が，学校図書館現場のそ

れと異なることを説明する資料として，次に 2002
年神奈川県高校図書館の役割分担をとりあげる。 

2003 年 4 月の全国的な司書教諭発令を前に，

各県教育委員会は教諭の司書教諭資格取得者を増

やす司書教諭講習にとりくむ必要があった。神奈

川県高等学校教職員組合は，県からの講習を計画

的に行いたいとの申し入れを受け，2000 年 2 月

司書教諭講習に関する交渉を持つことになった57。

神奈川県高等学校教職員組合（以下神高教とする）

学校司書専門委員会からは学校司書の委員 5 名が

同席した。その席で，県から司書教諭発令後の仕

事分担イメージ案が素案として提案された。その

内容は，次のようなものであったと報告されてい

る。 
 
  その内容は，文部省の唱える「司書教諭」の 

職務を中心としたものであった。但し，学校 
司書は事務的な部分を担うという形ではなく， 
本県の実情を踏まえ，学校司書を中心とした 
図書館運営という本県独自の事情を加味した 
役割分担となっている。学校司書の役割は現 
在と変化なしとし，司書教諭の役割は，図書 
館を活用する上での，教員との連絡調整や， 
授業展開などの部分で，主に教員へアドバイ 
スするなどの役割とした58。 
 

ここで言及されている本県独自の事情とは，県立

高校の学校司書配置率が 100％であること，1990
年に『図書館よ，ひらけ！ 授業いきいき学校図 

書館』を発行していることなどがあげられる。 
さらに翌 3 月，神高教執行部と教諭の現場代表

とで，教諭から見た問題点に関する交渉を行った。

この内容は以下のようであった。 
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  組合教員側からは業務分担という発想が現場 

に馴染まないこと，現実として学校図書館運 

営を担っている学校司書が移行することが一 

番自然である，などの意見が出されました。 

現行法上であっても，県独自の工夫をする余 

地がないか，検討を求めて交渉を終了しまし 

 学 校

司書 
司 書

教諭 
分掌担

当教員 
教科，学級

担当教員 
 

従

来

か

ら

の

機

能 

図書館の管理 
（図書館資料の選定，収集，整理，分類排列等）

（蔵書点検，廃棄等） 
（目録の作成） 
（施設の整備） 
（予算案の作成と執行） 

 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

 
△ 
△ 
 
△ 
△ 

 
○ 
○ 
 
◎ 
◎ 

 

図書貸出・返却 ◎  ○  
生徒への利用案内（オリエンテーション） ◎ ○ ○  
生徒の読書活動への対応 
 （場の提供） 
（新着図書情報の紹介） 
（読書会等の開催） 

レファレンス，情報提供 
 （生徒へのレファレンス，情報提供） 
 （教員へのレファレンス，情報提供） 

 
◎ 
◎ 
◎ 
 
◎ 
◎ 

 
△ 
△ 
△ 
 
 
○ 

 
○ 
 
◎ 

 

図書，視聴覚委員会（分掌）への参加 ◎ ◎ ◎  
生徒図書委員会への参加，助言 ◎ △ ◎  
生徒の学習室としての利用管理 ◎  ○  
◎：分掌あるいは業務としての仕事  ○：相談・支援，方向性検討 

  △：必要があれば相談に応じる 
 
 学 校

司書 
司 書

教諭 
分掌担

当教員 
教科，学級

担当教員 
 

新

規

お

よ

び

充

実

す

る

機

能 

図書館機能充実の方向性企画・校内調整 ◎ ◎ ○  
学習情報機能の強化  各教科・科目，「総合的な学

習の時間」，特別活動での積極的な活用 
 （活用に向けての働きかけ，校内調整） 
 （授業等における活用実践） 
 （生徒個々の課題解決への支援） 
 （情報リテラシー教育の実践） 

 
 
◎ 
○ 
○ 
○ 

 
 
◎ 
△ 
 
○ 

  
 
 
◎ 
◎ 
◎ 

図書館の情報化 
 （コンピュータや情報通信ネットワークの整備）

 （インターネットによる情報検索） 
 （データベース化による蔵書検索） 

 
○ 
◎ 
◎ 

 
○ 
△ 
△ 

 
○ 

 

地域との連携強化 
 地域への図書館開放（貸し出し，ボランティア活

用等） 
他校の学校図書館との連携・ネットワーク化 
地域の図書館との連携・ネットワーク化 

 
◎ 
 
◎ 
◎ 

 
○ 
 
○ 
○ 

 
○ 
 
○ 
○ 

 

  ◎：分掌あるいは業務としての仕事  ○：相談・支援，方向性検討 
  △：必要があれば相談に応じる 
表 5：これからの学校図書館のあり方（最終版）2002.3.29（もとの表から「根拠（国の動き）」「県

の動き」の欄を除いて筆者が作成） 
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た59。 

 

「学校司書が移行する」とは，当時の，そして現

在においても，神高教学校司書専門委員会の活動

方針が「学校司書を専任司書教諭（教育職 2 級）

とする県独自の制度を確立する，専任司書教諭の

実現をめざす。」60となっていることによる。学校

司書が移行して専任司書教諭になるという考えは，

日本教職員組合（以下日教組とする）の方針でも

あり，神高教組織の方針でもあった61。 

この 2 月，3 月の県との交渉の場で，県が作成

した司書教諭発令後の仕事分担イメージ案が示さ

れたこともあって，学校司書専門委員会は，3 月

に学校司書と司書教諭の役割分担プロジェクトの

立ち上げを決定した。同プロジェクトによりまと

められた学校司書専門委員会原案「司書と充て司

書教諭の役割分担（案）」と，県による試案「これ

からの学校図書館のあり方（案）」は，5 月の学校

司書専門委員会総会で議論された62。その後，さ

らにプロジェクトによる検討を経て，7月，11月，

県との交渉を重ね，2002 年 3 月「これからの学

校図書館のあり方（最終版）」として最終的に合意

した63。この交渉のポイントは，①司書教諭は「充

て職」であること（専任が定数として配置されな

い），②学校司書の専任専門職としての日常の業務

を押さえること，であった64。さらに司書教諭発

令前の 2003 年 1 月には，司書教諭発令に際して

①司書教諭の分掌は学校図書館に関連する分掌に

必ずしも位置づける必要はない，②各校で行われ

る分掌委嘱の方式を尊重する，の点が確認された

と報じている65。なお分掌とは，学校内における

業務の分担をさし，正式には校務分掌という。分

掌を決定するルールは，学校ごとに教員の負担が

平均化するように定められている。 

 神奈川県の場合，学校司書が移行してなる専任

司書教諭制度案を方針としていることもあり，学

校図書館の職務のほとんどは学校司書が担ってい

ると認識されていた。この役割分担は，学校司書

の現状を変えることなく，司書教諭講習及び発令

がスムーズに行われることを目的としてまとめら

れた。その意味で 4.2 の鹿児島県の意識調査と意

味合いが異なる資料である。とはいえ，この資料

は，日教組加盟の教職員組合組織における学校図

書館現場の考え方を伝えるものということができ

る。加えて，日教組専任司書教諭制度案は，日教

組高校部を中心にまとめられ，提唱されてきた経

過から，どちらかというと高校図書館の現場の考

え方を伝えているということになる。 
「これからの学校図書館のあり方（最終版）」の

表から「根拠（国の動き）」「県の動き」の欄を除

き，役割分担に関わる部分のみを抜き出すと，表

5 となる。職務の項目 26 のうち，学校司書が「◎：

分掌あるいは業務としての仕事」となっている職

務は 22 項目，司書教諭は 3 項目，分掌担当教員

は 5 項目である。県との交渉過程で，司書教諭は

必ずしも図書館の分掌に位置づけなくていいとの

確認がされたので，司書教諭より分掌担当教員の

方が図書館に関わる仕事が重くなっている。また

各教科・科目等での活用に関わる 3 項目は，教科，

学級担当教員の仕事として整理されている。ここ

で出てくる分掌担当教員は，図書館の仕事を分担

する分掌に所属する教員という意味である。 

「○：相談・支援，方向性検討」では，学校司

書が 4 項目，司書教諭が 7 項目，分掌担当教員が

12 項目である。「○～」の場合も，司書教諭より

ともに図書館の仕事を分担して行う分掌担当教員

の方が多くなっている。「△：必要があれば相談に

応じる」11 項目は，司書教諭のみとなっている。 
司書教諭が「◎～」となっている職務は，「図書，

視聴覚委員会（分掌）への参加」「図書館機能充実

の方向性企画・校内調整」「学習情報機能の強化  

―（活用に向けての働きかけ，校内調整）」の 3
項目である。「図書，視聴覚委員会（分掌）への参

加」は，学校司書，司書教諭，分掌担当教員の三

者とも「◎～」，「図書館機能充実の方向性企画・

校内調整」「学習情報機能の強化―（活用に向けて

の働きかけ，校内調整）」は，学校司書とともに「◎

～」であり，司書教諭が単独で「◎～」となって

いる項目はない。またどちらかというと校内調整

的な意味合いの仕事となっている。 
これもまた1997年国会審議時の文部省答弁「学 

校図書館の指導的職務は司書教諭が担当し，学校

司書は管理的職務と技術的職務を担当する」とは

大きく異なる内容である。司書教諭は「教諭をも

つて充てる」充て職なので，学校図書館専任で司

書資格を持ち，正規職員の学校司書が定着してい

る高校の図書館においては，司書教諭は実質を伴

わない名ばかりの発令になることが多い。現在で

も高校の学校司書による学校図書館の実践報告に

司書教諭が出てこない，あるいは影が薄いケース

があるのはそのためである。 
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神奈川県の場合は，司書教諭講習及び発令をス

ムーズに行うためにこうした役割分担の整理を行

ったわけだが，もともと「教諭をもつて充てる」

充て職の司書教諭を発令する，言い換えれば学校

図書館の実務を担当する図書館専任の「人」が不

在の 1997 年法改正そのものに，原因があったと

考えられる。 
 

4.4 2008 年長野県高校図書館の業務分担調

査  子どもの読書サポーターズ会議役割分担

との相違  
 
2009 年 3 月，文部科学省子どもの読書サポー

ターズ会議「これからの学校図書館の活用の在り

方等について（報告）」の別紙２「学校図書館の専

門スタッフとボランティアの役割分担例〔改訂〕」

は，第８回会議（2008 年 7 月）の際の資料「学

校図書館スタッフの業務」66がもとになって作成

された。2008 年 7 月第８回会議の「学校図書館

スタッフの業務」と 2009 年 3 月報告の別紙２「学

校図書館の専門スタッフとボランティアの役割分

担例〔改訂〕」は，タイトルの違いや学校司書とボ

ランティアの分担の違いなどがある。しかし，報

告別紙２の役割分担例の図からボランティア部分

を除いて作成した 3.3 の表 1 に関しては，ほぼ共

通した内容になっている。違いは「図書資料の受

入，装備，保存整理，修繕」の項目が，2009 年報

告別紙２の図では図書館経営，図書館奉仕両方に

かかるが，2008 年第 8 回会議の図では図書館経

営に入っていることである。 
2008 年 7 月の「学校図書館スタッフの業務」

公表を受けて長野県高等学校教職員組合司書部は，

11 月県内の高校司書に対し，実際の業務がどのよ

うになっているかの調査を行った。長野県の県立

高校は，学校司書の配置率は 100％67である。調

査対象校 60校中 39校の回答。学校司書が有資格，

正規職員で配置されている高校図書館での業務の

実態が伺われる68。調査は司書教諭（あるいは係

主任）と学校司書の業務分担の割合を 6 点満点（司

書教諭：学校司書＝0：6 1：5 2：4 3：3 4：
2 5：1 6：0 のいずれか）で答えてもらうとい

うものである。調査結果は，図と集計結果の表，

分担割合（％）の表の三つからなっている。図と

分担割合（％）の表をまとめたのが表 6 である。

（）内の数値は分担割合（％）を示す。 

子どもの読書サポーターズ会議で，司書教諭単

独の職務として整理された「図書館経営の目標・

計画の立案」「図書館年間計画のとりまとめ」「児

童生徒図書委員会の指導」「読書指導計画の立案」

「情報活用力に関する児童生徒への指導」の 5 項

目については以下のような結果となった。数値は

「司書教諭の割合：学校司書の割合」となる。 
図書館経営の目標・計画の立案 40：60 
図書館年間利用計画のとりまとめ 36：64 
児童生徒図書委員会の指導 39：61 
読書指導計画の立案 39：61 
情報活用力に関する児童生徒への指導 21：79 
いずれの項目も，学校司書の方が高い割合となっ

ており，司書教諭単独の職務になっていない。 
 同様に子どもの読書サポーターズ会議で，学校

司書単独の職務として整理されたのが「庶務・会

計」「施設設備・備品の維持管理」「図書資料の受

入，装備，保存整理，修繕」「図書資料の目録・索

引の作成」「図書資料等の展示」「展示・飾付け」

「館内閲覧・館外貸出の窓口業務」の 7 項目であ

る。この 7 項目については以下のような結果とな

った。 
庶務・会計 0：100 
施設設備・備品の維持管理 15：85 
図書資料の受入，装備，保存整理，修

繕 
1：99 

図書資料の目録・索引の作成 0：100 
図書資料等の展示 2：98 
展示・飾付け 2：98 
館内閲覧・館外貸出の窓口業務 14：86 
7 項目中，「庶務・会計」「図書資料の受入，装備，

保存整理，修繕」「図書資料の目録・索引の作成」

「図書資料等の展示」「展示・飾付け」の 5 項目

に関しては，学校司書単独の職務ということがで

きる。 

ここにあげたほかに学校司書が 100％行う仕事

が「図書資料の分類」であり，90％以上行う仕事

が「図書資料のレファレンス・サービス」「授業の

ための図書や諸資料の準備」「図書館を活用した調

べ学習」である。「図書資料の分類」と「図書資料

のレファレンス・サービス」は，子どもの読書サ

ポーターズ会議では，司書教諭・学校司書両者が

行う仕事となっている。「授業のための図書や諸資

料の準備」「図書館を活用した調べ学習」の 2 項

目は，長野県の調査で新たに加えられた項目であ

る。 
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 すべての項目が学校司書，または司書教諭・学

校司書両者が行う結果になっており，分担割合も

学校司書が 50％を切る項目はない。学校図書館運

営の中核に学校司書がいる姿となっている。司書

教諭の分担割合が比較的高いのは「図書館経営の

目標・計画の立案」40％，「図書館活動の点検・

評価」39％，「渉外活動（外部との連絡・連携）」

39％，「児童生徒図書委員会の指導」39％，「読書

指導計画の立案」39％，「図書館年間計画のとり

まとめ」36％の 6 項目である。「情報活用力に関

する児童生徒への指導」は，子どもの読書サポー

ターズ会議で司書教諭単独の職務と整理されてい

るが，21％とそれほど高くない。 

 この調査は司書教諭に関して，司書教諭（ある

いは係主任）として調査しており，必ずしも司書

教諭との分担になっていない。有資格・正規職員

の学校司書が多い高校の場合は，司書教諭よりも

係主任の方が実際に学校図書館の職務を分担して

いる場合がある。調査はそうした事情の反映であ

ると思われる。またサンプル数が 39 と少ないこ

とから，調査結果を文字通り受け取るには難しい

面がある。とはいえ，4.3 神奈川県高校図書館の

役割分担とあわせてみることによって，高校の司

書の職務内容の一端を表わす資料となっている。 

 

５ 考察 

 司書教諭 司書教諭・学校司書の両者 学校司書 
図

書

館

経

営 

 図書館経営の目標・計画の立案（40:60） 
図書館年間利用計画のとりまとめ（36:64） 
図書館活動の点検・評価（39:61） 
渉外活動（外部との連絡・連携）（39:61） 
広報活動（16:84） 
施設設備・備品の維持管理（15:85） 
図書資料の選定・収集 廃棄決定（20:80） 
図書資料の受入，装備，保存整理，修繕(1:99)
児童生徒図書委員会の指導(39:61)※2 

 
庶務・会計(100)※3 
 

図

書

館

奉

仕 

 図書資料等の展示(2:98) 
展示・飾付け(2:98) 
館内閲覧・館外貸出の窓口業務(14:86) 
図書館利用指導・ガイダンス(17:83) 
教員向け情報提供・教材等準備への協力(14:86)
図書資料のレファレンス・サービス(6:94) 

図書資料の分類(100) 
図書資料の目録・索引の作

成(100) 
 
 

※1  読書相談(18:82) 
読

書

指

導 

 読書指導計画の立案(39:61) 
読書指導に関する教員への助言・研修(32:68) 
図書の紹介・案内(12:88) 
読書活動の企画・実施(32:68) 

 

教

科

等

指

導 

 学校図書館を活用した指導に関する教員への

助言・研修(22:78) 
授業のための図書や諸資料の準備(6:94) 
図書館を活用した調べ学習(7:93) 
情報活用力に関する児童生徒への指導(21:79) 

 

 
表 6：学校図書館スタッフの業務（長野県の高校図書館の実際）（分担割合を表わす表と図を合わせ

て筆者が作成）  （）内の数値は分担割合（司書教諭：学校司書）（％） 
※1 は図書館奉仕，読書指導両方にかかる。 ※2 この項目は 2008 年第 8 回会議「学校図書館スタ

ッフの業務」図では図書館経営，図書館奉仕両方にかかる。長野県作成の図では図書館経営に入っ

ている。 ※3 この項目の位置は図の表示に合わせた。 
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5.1 1997 年法改正時の職務内容と 1997～

2005 年の文部省・文部科学省の動き 
 
1953 年に学校図書館法が成立して以来，何度

も学校図書館法改正の動きがあり，附則 2 項撤廃

による司書教諭発令と学校司書の法制化の二つ

は，その都度法改正の目的となっていた。1997
年の法改正は，予算措置を必要とする学校司書の

法制化には触れず，司書教諭発令のみを主な内容

とする法改正だった。 
 1997 年の法改正時の国会審議の場で，文部省

が示した学校司書の職務内容は，現実にはまだ存

在しない司書教諭の職務をあげて司書教諭の担

当する指導的職務を除いて，技術的職務，管理的

職務の学校図書館の「事務」の仕事を担当すると

いうものだった。存在しない司書教諭が指導的職

務を担うとするこの説明は，この時期の学校司書

の実践に関する書籍（4.1），2001 年の鹿児島県

意識調査（4.2），2002 年神奈川県高校図書館の

役割分担（4.3）から，学校図書館現場の実態か

ら大きくかけ離れた説明であったことになる。学

校図書館の現場では，指導的職務は学校司書が担

っていたのである。 
この文部省の見解の背景には，第一に学校図書

館現場の実態に対する理解不足があり，第二に学

校図書館初期の学校図書館の司書の仕事は司書

教諭が，事務的な仕事は図書館事務職員が担うと

の考え69があったと推測できる。さらに第三とし

て，司書教諭が「教諭をもつて充てる」職である

ことの理解も不足していたのではないかと思わ

れる。 
1997 年 6 月法改正後の 7 月に，文部省は「司

書教諭の職務の例」70を発表している。この司書

教諭の職務は，A 指導的・奉仕的職務 7 項目，B
管理的職務 8 項目，C 技術的職務 7 項目にわたる

もので，司書教諭が図書館専任でなければできな

い内容となっていた。また塩見昇が指摘している

が，この時期，文部科学省サイドの文書等で司書

教諭への新たな期待として「メディア専門職」の

役割が強調されている71。「教諭をもつて充てる」

職の司書教諭は，通常の教諭の仕事の上に学校図

書館の仕事を担当せざるを得ない。そのうえに情

報教育推進のために「子供たちの主体的な学習を

支援するとともに，ティーム・ティーチングを行

うこと，教育用ソフトウェアやそれを活用した指

導事例等に関する情報収集や各教員への情報提供，

校内研修の運営援助など」72の役割が求められた。

これは，「教諭をもつて充てる」職であることの意

味を理解しない過剰な期待と言わざるを得ない。 
 参考までに 2014 年の文部科学省「学校図書館

の現状に関する調査」において，公立学校の場合，

司書教諭発令により授業時数を軽減している学校

数の割合は 7.2％（12 学級以上）と 8.5％（11 学

級以下），軽減された授業時数の平均は，1.0 時間

（12 学級以上，11 学級以下とも）である73。1 時

間の授業時数軽減では，学校司書あるいはボラン

ティアとの打ち合せで終わってしまうとの声74は，

うなずける。なお，文部科学省が授業時数を軽減

している学校数の割合を調査しはじめたのが

2005 年調査から，軽減された授業時数の平均を出

しはじめたのが 2010 年度調査からだったので，

ここでは最新の調査である 2014 年度調査のデー

タを使用した。 
司書教諭を発令すれば学校図書館が変わると

いう過剰な期待があり，一方で学校司書の職務内

容を現実とは異なる狭い範囲でとらえる考え方

に立っていたのが，この時期の学校司書の職務内

容に関する文部省見解であった。当時の文部省は，

学校司書について，司書教諭について，学校図書

館の現実を全く理解していなかったと思われる。 
 その後，2005 年度の「学校図書館の現状に関

する調査」に学校司書の項目が入るまでの文部

省・文部科学省（2001 年より）が，2003 年発令

予定の司書教諭と学校図書館ボランティアとで

学校図書館を運営するとの方向を示したのも，同

様の学校司書，司書教諭についての理解不足があ

ったからではないかと思われる。結果として，学

校司書が実質的に学校図書館の運営を担い，実践

を蓄積してきた経過・事実は無視されることにな

った。2005 年度の「学校図書館の現状に関する

調査」に学校司書の項目が入ることになった理由

は，明らかではない。しかし，発令された司書教

諭が，学校司書がいるかいないかで図書館の仕事

の負担が大きく異なることを徐々に理解したの

ではないか，そしてその理解が広まっていったの

ではないかと考えることは可能である。 
 

5.2 2009 年の子どもの読書サポーターズ会議

の報告 

 
2009 年の子どもの読書サポーターズ会議報告

別紙２に示された司書教諭と学校司書役割分担

は，1997 年時の文部省見解とは大きく変わって

いる。同じ別紙２の司書教諭・学校司書の説明に
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あたる文は次のようになっている。 
 
  司書教諭 
  ・学校図書館の運営に関する総括 
  ・学校図書館を活用した教育活動の企画・指 

導の実施，教育課程の編成・展開に関する 
他教員への助言等 

  学校司書～専門的な知識・経験を有する学校 
図書館担当事務職員～ 
・学校図書館の運営に係る専門的・技術的業 
 務 
・学校図書館を活用した教育活動への協力・ 
参画75 

 
学校司書に関して「学校図書館担当事務職員」

と事務職員の語が残っているのは，それまでの経

過のなごりであるといえるが，この報告で画期的

だったのは，学校図書館の司書にあたる仕事，「学

校図書館の運営に係る専門的・技術的業務」は学

校司書が行うと明記されたことである。司書教諭

の役割は，「学校図書館の運営に関する総括」と

「学校図書館を活用した教育活動」に関わる仕事

に限定されている。これはかつての「学校図書館

の司書の仕事は司書教諭が，事務的な仕事は学校

図書館事務職員（学校司書）が担う」からすれば

大きな転換である。 
 この点については全国学校図書館協議会も同

じ理解であったらしく，2013 年 11 月 15 日付読

売新聞「司書の役割 明示必要」の記事に次のよ

うな文が載っている。 
 
  全国学校図書館協議会の森田盛行理事長は， 

小学校教員としての経験を踏まえ，「学校司 
書がいないと司書教諭が司書の仕事を担う 
ことになり，他の先生と図書館を使った授業 
計画を練り，一緒に授業をやるなど，司書教 
諭本来の仕事ができない」と指摘76。 

 
司書教諭本来の仕事とは何か，の疑問は残るが，

司書教諭は司書の仕事は行わないという点につ

いては明快である。 
2009 年の子どもの読書サポーターズ会議報告

別紙２では，「図書館経営の目標・計画の立案」「図

書館年間計画のとりまとめ」「児童生徒図書委員会

の指導」「読書指導計画の立案」「情報活用力に関

する児童生徒への指導」の 5 項目が司書教諭単独

の職務，「図書館活動の点検・評価」ほかの 12 項

目が司書教諭・学校司書両者の職務，「庶務・会計」

ほかの 7 項目が学校司書単独の職務として整理さ

れた（表 1）。以下司書教諭単独の職務として整理

された 5 項目について検討する。 
5 項目のうち，「図書館経営の目標・計画の立案」

「図書館年間計画のとりまとめ」「読書指導計画

の立案」の 3 項目に関しては，4 年後の「学校図

書館担当職員の役割及びその資質の向上等に関

する調査研究協力者会議」の第 2 回会議（2013
年 8 月 27 日）で，学校司書の委員の発言から司

書教諭単独の職務ではないことが明らかになっ

た（3.3 に記述）。2001 年の鹿児島県意識調査に

おいても，図書館運営計画は司書教諭・学校司書

「両者が協力してやる職務」だった（4.2）。2008
年長野県高校の業務分担においても両者が行う

仕事だった（4.4）。 
「児童生徒図書委員会の指導」は，2001 年の

鹿児島県意識調査で「両者が協力してやる職務」

である（4.2）。2002 年神奈川県高校の役割分担

では「生徒図書委員会への参加，助言」と名称が

異なる。内容としてはほぼ同様と考えられ，学校

司書と分掌担当教員が行う仕事になっている

（4.3）。2008 年長野県高校の業務分担で両者が

行う仕事だった（4.4）。 
「情報活用力に関する児童生徒への指導」は，

2001 年の鹿児島県意識調査では該当する項目が

ない。2002 年神奈川県高校の役割分担では「情

報リテラシー教育の実践」となっている項目をこ

の内容ととらえれば，教科・学級担当教員の行う

仕事であり，学校司書・司書教諭は「相談・支援，

方向性検討」にあたる。2008 年長野県高校の業

務分担では両者が行う仕事だが，分担割合は司書

教諭 21％，学校司書 79％となっており，サポー

ターズ会議報告別紙２の図と異なり，学校司書の

方が高い割合となっている（4.4）。 
 司書教諭単独の職務として整理された5項目に

関しては，まだ学校図書館現場の実態と異なって

いる。とはいえ，前項で指摘した学校司書・司書

教諭についての理解不足は，この報告でほぼ解消

されたということができる。 
 

5.3 2014 年「学校図書館担当職員の役割及び

その資質の向上等に関する調査研究協力者会

議」報告 
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 「学校図書館担当職員の役割及びその資質の向

上等に関する調査研究協力者会議」は，2013 年 8
月に第 1 回会議，2014 年 1 月第 7 回会議をもっ

て終了し，3 月に「これからの学校図書館担当職

員に求められる役割・職務及びその資質能力の向

上方策等について（報告）」を公表した。学校司

書法制化の動きが活発になっているさなかの会

議だった。この会議は学校図書館担当職員（学校

司書）のあり方を検討するもので，報告は，学校

図書館担当職員（学校司書）の職務等に関しての

明示という構成になっている。 
 2009 年の子どもの読書サポーターズ会議報告

別紙２で司書教諭単独の職務と整理された5項目

については，3.4 で記述した。5 項目のいずれに

ついても，学校司書が教諭ではないという意味で

指導の語は使わず，支援として，学校司書の職務

に含まれることになった。また学校司書の職務に

「教育指導への支援」に関する職務が入ったこと

は，この報告の大きな特徴であり，ティーム・テ

ィーチングの一員となることも加えられた。 
 この報告は学校図書館担当職員（学校司書）の

職務等を示すものであったが，司書教諭について

の言及も存在する。以下に引用する。 
 
  ○司書教諭は，学校図書館の専門的職務をつ 

かさどるための所定の講習を受講し，単位 
を取得した有資格者として，学校図書館の 
経営に関する総括，学校経営方針・計画等 
に基づいた学校図書館を活用した教育活 
動の企画・実施，年間読書指導計画・年間 
情報活用指導計画の立案等に従事する。 

○また，司書教諭は，学校図書館を活用した 
授業を実践するとともに，学校図書館を活 
用した授業における教育指導法や情報活 
用能力の育成等について積極的に他の教 
員に助言することが期待されている。 

○上記 2 つの職務は，専門的・長期的観点に 
立って行うためにも司書教諭が担うこと 
が望ましいが，司書教諭の有資格者が配置 
されていない場合には，一般の教員が図書 
館主任として上記の司書教諭の職務を担 
う77。 
 

この報告において司書教諭の職務は，「学校図

書館の経営に関する総括，学校経営方針・計画等

に基づいた学校図書館を活用した教育活動の企

画・実施，年間読書指導計画・年間情報活用指導

計画の立案等」ということになるようである。○

の 2 つ目にあがっている「学校図書館を活用した

～」の職務は，「期待されている」との表現なの

で，必ずしも司書教諭の職務としているわけでは

ない。さらに○の 3 つ目で司書教諭が配置されて

いない場合は「一般の教員が図書館主任として上

記の司書教諭の職務を担う。」とあり，図書館の

分掌主任の仕事と重なる内容とも読みとれる。こ

の報告は学校司書の職務内容についても，また司

書教諭に言及している部分についても，学校図書

館現場の実態に近づいた内容になっている。 
しかし，学校司書の雇用の現実をみると，学校

司書すべてがこの職務内容を担っているとはい

えない実態が存在するのも事実である。この点に

ついて報告は以下のように書いている。 
 
 ○また，学校図書館担当職員の中には，各地 

方公共団体の採用条件によっては学校教 
育一般や学校図書館の運営・管理に関する 
専門的な知識を持たずに当該職に就いて 
いる者もおり，現状としては，それらにつ 
いて教示する先輩職員が校内にいないこ 
とが多いほか，研修等の取組も十分には行 
われていない場合があり，全国的にその資 
質能力の向上を図るための環境が整備さ 
れているとは言い難い78。 

 
2014 年 6 月の学校図書館法改正により，学校

司書が法律に明記されることになった。この改正

は，自治体に対し学校司書を「置くよう努めなけ

ればならない。」とするだけで，雇用・勤務の条

件，資格について何も規定していない。地方自治

体の自主的な取り組みである学校司書配置の現

状を認めたにとどまっている。そして学校司書配

置の現状（公立学校のみ）は，配置率 55.3％，常

勤職員数 5,164 人，非常勤職員数 14,139 人，常

勤の学校司書を配置している学校数の割合

15.3％である79。雇用・勤務に関しても，資格が

ない，勤務時間が短い，あるいは２校，３校の複

数校を兼務する，ひとりが 10 数校担当する場合

もあるという状態である。2014 年法改正時の附

帯決議にもあるように「政府及び地方公共団体は，

学校司書の職務が，継続的な勤務に基づく知識・

経験の蓄積が求められるものであること等に鑑

み，学校司書が継続的・安定的に職務に従事でき
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る任用・勤務条件の整備に努めること。（参議院

文教科学委員会 2015.6.19）」80が大きな課題と

なっている。 
 

６ おわりに 

 文部省・文部科学省の見解，会議報告における

学校司書の職務内容の変化を 1997 年学校図書館

法改正時からたどってみた。学校司書の呼称と職

務内容は，1960 年前後から司書教諭不在の中で

学校図書館運営を担う職員として学校図書館現

場で定着していた。ようやく公的に認められたの

は，一部不充分な点はあっても 2009 年の子ども

の読書サポーターズ会議報告であるといってい

いだろう。それまでに 50 年の年月が経過してい

る。1980 年代から学校司書の実践に関して，書

籍等の出版物で公になっているにも関わらず，こ

れだけの年月を要したことになる。現場実態と職

務内容とのずれがここまで放置されてきたこと

には，文部省の理解不足が大きく作用していた。 
2014 年「学校図書館担当職員～会議」報告（3

月）では，学校司書の職務内容の整理が先に進ん

だ形になった。その後 6 月に学校図書館法改正が

行われ，この改正法の附則２項により学校司書と

しての資格の在り方，養成の在り方の問題は，今

後の検討に付されることになった。また 5.3 で記

述した学校司書の雇用・勤務条件の問題は，法的

拘束力を持たないとされる附帯決議で言及され

るにとどまった。一方で学校図書館に学校司書が

必要であるとの理解は，法制化されたこともあり，

一定程度広まったと考えられる。 
文部科学省は 2015 年 8 月「学校図書館の整備

充実に関する調査研究協力者会議」第 1 回会議を

開催した。その席で文部科学省児童生徒課長及び

課長補佐から「民間のノウハウの活用」に言及す

る発言があった81。また委員の一人にカルチュ

ア・コンビニエンス・クラブ株式会社カンパニー

長が名を連ねており，この二つは学校図書館関係

者に衝撃を持って受け止められた。現時点では学

校図書館の業務の委託者が学校図書館に派遣し

ている者は，学校司書に該当しないとの判断にな

っている82。しかし，文部科学省がこの会議の論

点の一つに「民間のノウハウの活用」をあげ，会

議を構成する委員に業務委託の会社の委員を加

えたことは，上記の判断をくつがえす意図がある

のではないかと推測できる。今後のなりゆきが懸

念される。 
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会議録 衆議院予算委員会第四分科会 

2015.3.10 入手先 URL：
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirok
u.nsf/html/kaigiroku/003418920150310001.htm
（アクセス日：2016.1.5）小松政府参考人（文科

省初等中等教育局長）の答弁による。以下に関連

部分を引用する。 
「法改正により新たに位置づけられました学校図

書館法上の学校司書は，学校の設置者が雇用する

職員を想定しているものと理解しておりまして，

学校図書館業務を受託する事業者の方が雇用する

方は，学校図書館法上の学校司書には該当しない

というふうに理解をいたしております。」 
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This paper describes the changes of school librarians’ job descriptions from 1997 to 2015 by the Ministry of 

Education, currently called MEXT, in Japan. In the 1950s most schools did not have teacher librarians, but rather 

had school library staff. Those library staff began to work as school librarians. As the School Library Act had 

been amended in 1997, teacher librarians were put into schools throughout the country to do library work from 

2003. The School Library Act was amended again in 2014, and the word “school librarian”was written into the 

act for the first time. MEXT occasionally changes of the job descriptions of school librarians, and there are also 

differences from the actual school librarians’ jobs. This paper examines the changes of the school librarians’ job 

descriptions by MEXT, the differences with actual job descriptions, and the meaning of the changes. 
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